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株式会社レナサイエンス第４回 

新株予約権 

発 行 要 項 

 

１．本新株予約権の名称 

 株式会社レナサイエンス第４回新株予約権（以下「本新株予約権」という｡） 

２．申 込 期 日 

 2025 年 12 月 15日 

３．割 当 日 

 2025 年 12 月 15日 

４．払 込 期 日 

 2025 年 12 月 15日 

５．募 集 の 方 法 

 第三者割当ての方法により、すべての本新株予約権を CVI Investments, Inc.に割り当

てる。 

６．本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 178,700 株とする（本

新株予約権１個当たりの目的たる株式の数（以下「割当株式数」という｡）は 100 株とす

る｡）。但し、下記第(２)号乃至第(４)号により割当株式数が調整される場合には、本新

株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 

(２) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合を行う場合には、割当株式数は次の

算式により調整される。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されてい

ない本新株予約権に係る割当株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は

切り捨てる。 

調整後割当株式数＝調整前割当株式数×分割・無償割当て・併合の比率 

なお、「無償割当ての比率」とは、無償割当て後の発行済普通株式総数（自己株式を除

く。）を無償割当て前の発行済普通株式総数（自己株式を除く。）で除した数を意味する。 

また、上記のほか、調整後割当株式数の調整を必要とする事由が生じた場合には、当社

は、調整後割当株式数を合理的な範囲で調整することができる。 

(３) 調整後割当株式数は、当社普通株式の分割の場合は、分割のための基準日の翌日以降、

当社普通株式の併合の場合は、併合の効力発生日以降、当社普通株式の無償割当ての場合

は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日の

翌日以降、これを適用する。 

(４) 割当株式数の調整が行われるときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日

までに、本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、

かかる調整が行われる旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその

適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知

を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

７．本新株予約権の総数 

 1,787 個 
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８．各本新株予約権の払込金額 

 金 1,937 円（本新株予約権の目的である株式１株当たり 19.37 円） 

９．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に

割当株式数を乗じた額とする。 

(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行

使価額」という｡）は、当初 1,898 円とする。 

10．行使価額の修正 

該当なし 

11．行使価額の調整 

(１) 本新株予約権の発行後、下記第(２)号に掲げる各事由が生じた場合で、当社普通株式

の新たな発行又は当社の保有する当社普通株式の処分における払込金額（下記第(２)号

②の場合は、取得請求権付株式に係る取得請求権又は新株予約権を当初の発行条件に従

い行使する場合の下記第(２)号③に定義する取得価額等。また、下記第(２)号③の場合

は、下方修正が行われた後の取得価額等）が、下記第(２)号において調整後行使価額の適

用開始日として定める日において有効な行使価額を下回る場合には、行使価額は当該払

込金額又は取得価額等と同額に調整される。 

(２) 新株式発行等により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期につい

ては、次に定めるところによる。 

① 当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（以

下、当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分すること

を「交付」という。）（無償割当てによる場合を除く｡）（株式報酬制度に基づき当社

又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項

に定める関係会社をいう。以下同じ。）の取締役その他の役員又は従業員に当社普通株

式を交付する場合、新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、

取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求でき

る権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、会社分割、株式交換、株式交付又

は合併により当社普通株式を交付する場合、並びに、当社及び CVI Investments, Inc.

の間の 2025 年 11 月 28 日付 EQUITY PROGRAM AGREEMENT に基づき CVI Investments, 

Inc.対して第三者割当の方法により当社普通株式を発行する場合を除く｡） 

調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日と

する｡）以降、又はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 

② 当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は当社普通株式を目的とす

る新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）（ストックオプション制度

に基づき当社又はその関係会社の取締役その他の役員又は従業員に当社新株予約権を

発行又は付与する場合、並びに、当社及び CVI Investments, Inc.との間の 2025 年 11

月 28 日付 EQUITY PROGRAM AGREEMENT に基づき CVI Investments, Inc.に対して第三

者割当の方法により当社新株予約権を発行する場合を除く。以下「取得請求権付株式

等」と総称する。）を発行又は付与する場合（無償割当ての場合を含む。） 



 3

調整後行使価額は、払込期日（払込期間を定めた場合はその最終日とし、新株予約

権の場合は割当日）以降、又は無償割当ての場合は効力発生日以降これを適用する。但

し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日

以降これを適用する。 

③ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株当たりの対価（以下「取得

価額等」という。）の下方修正が行われた場合（本項第(４)号又は本項第(９)号と類似

の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。） 

調整後行使価額は、下方修正が行われた後の取得価額等が適用される日以降これを

適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付

されたものを含む｡）の取得と引換えに当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

⑤ 本号①及び②の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降

の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及

び②にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約

権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を

交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(３) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(４)号に掲げる各事由により当社の普通株式

数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下

「株式分割等による行使価額調整式」という｡）をもって行使価額を調整する。 

 

調 整 後

行使価額 
＝ 調 整 前

行使価額 
× 

１ 

分割・併合・無償割当ての比率 

 

(４) 株式分割等による行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価

額の適用時期については、次に定めるところによる。 

① 株式の分割により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。 

② 株式の併合により当社普通株式を発行する場合 

調整後行使価額は、その効力発生日以降これを適用する。 

③ 株主に対する無償割当てにより当社普通株式を交付する場合 

調整後行使価額は、無償割当ての効力発生日以降、又は無償割当てのための基準日

がある場合はその日の翌日以降これを適用する。 
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④ 本号①及び③の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降

の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①及

び③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用す

る。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約

権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を

交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

行使価額 
－ 

調 整 後 

行使価額 
× 

調 整 前 行 使 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(５) 当社は、本新株予約権の発行後、下記第(６)号に定める特別配当の支払いを実施する

場合には、次に定める算式（以下「特別配当による行使価額調整式」といい、株式分割等

による行使価額調整式とあわせて「行使価額調整式」と総称する。）をもって行使価額を

調整する。 

調 整 後 

行使価額 
＝ 

調 整 前 

行使価額 
× 

時価－１株当たり特別配当 

時価 

「１株当たり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る基準日における割当株式

数で除した金額をいう。１株当たり特別配当の計算については、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を四捨五入する。 

(６)① 「特別配当」とは、第 12 項記載の本新株予約権を行使することができる期間の末日

までの間に到来する配当に係る基準日における、当社普通株式１株当たりの剰余金の配

当（会社法第 455 条第２項及び第 456 条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財

産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、かかる配当財産の簿価を配当の額とする。）

の額に当該基準日時点における割当株式数を乗じて得た金額をいう。 

② 特別配当による行使価額の調整は、各特別配当に係る基準日に係る会社法第 454 条

又は第 459 条に定める剰余金の配当決議が行われた日の翌日以降これを適用する。 

(７) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未

満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後行使価額の調整を必要と

する事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に

代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(８)① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を

四捨五入する。 

② 特別配当による行使価額調整式で使用する時価は、当該剰余金の配当に係る基準日

にそれぞれ先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日の東京証券取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値

の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

 

(９) 上記第(２)号、第(４)号及び第(５)号記載の行使価額の調整を必要とする場合以外に

も、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、その承認を得て、必要な行

使価額の調整を行う。 

① 会社分割、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。 
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② その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使

価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行

使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要

があるとき。 

(10) 行使価額の調整が行われるときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日まで

に、本新株予約権者に対し、かかる調整が行われる旨並びにその事由、調整前行使価額、

調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記第

(２)号⑤及び第(４)号④に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うこ

とができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

12．本新株予約権を行使することができる期間 

2025 年 12 月 16 日から 2029 年６月 15 日までとする。なお、行使期間最終日が営業日で

ない場合はその前営業日を最終日とする。但し、当社普通株式に係る株主確定日、その前営

業日及び株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日については、本新株予約権を

行使することができない。「営業日」とは、東京における銀行の営業日（土曜日、日曜日、

東京における法定の休日又は東京の銀行が法令又は行政規則により休業することが義務づ

けられ、若しくは許可されている日を除く。）をいう。 

13．その他の本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできない。 

14．本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第 17 条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、

計算の結果１円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本

準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

15．本新株予約権の行使請求の方法 

(１) 本新株予約権を行使する場合、第 12項記載の本新株予約権を行使することができる期

間中に第 18 項記載の行使請求受付場所に対して、行使請求に必要な事項を通知するもの

とする。 

(２) 本新株予約権を行使する場合、前号の行使請求の通知に加えて、本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の全額を現金にて第19項に定める払込取扱場所の当社が

指定する口座に振り込むものとする。 

(３) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 18項記載の行使請求受付場所に対する行使請求

に必要な全部の事項の通知が行われ、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資される

財産の価額の全額が前号に定める口座に入金された日に発生する。 

16．新株予約権証券の不発行 

当社は、本新株予約権に関して、新株予約権証券を発行しない。 

17．本新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本発行要項並びに当社及び CVI Investments, Inc.との間の 2025 年 11 月 28 日付 EQUITY 

PROGRAM AGREEMENT に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテ

カルロ・シミュレーションを基礎として、当社の株価、当社株式の流動性、割当先の権利行
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使行動及び割当先の株式保有動向等について一定の前提を置いて評価した結果を参考に、

本新株予約権１個の払込金額を金 1,937 円とした。 

18．行使請求受付場所 

 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 

19．払込取扱場所 

 株式会社三井住友銀行 丸ノ内支店 

20．社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

 本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全

部について同法の規定の適用を受ける。また、本新株予約権の取扱いについては、株式会

社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に

従う。 

21．振替機関の名称及び住所 

 株式会社証券保管振替機構 

 東京都中央区日本橋兜町７番１号 

22．その他 

(１) 上記各項については、金融商品取引法による発行登録の効力発生及び発行登録追補書

類の提出を条件とする。 

(２) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役に一任する。 

以  上 


